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平成 25 年 8 月 14 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
日本ビルファンド投資法人
代表者名 執行役員 西川 勉

（コード番号 8951）
資産運用会社名
日本ビルファンドマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 田中 健一
問合せ先 投資本部ｾﾞﾈﾗﾙﾏﾈｼﾞｬｰ 森 俊彦

(TEL. 03-6259-8681）

資産の譲渡に関するお知らせ （GSK ビルの敷地の一部）

日本ビルファンド投資法人（以下「本投資法人」という。）は、平成 25 年 8 月 14 日、下記のとおり資産の譲渡

を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1 譲渡の概要

1) 譲 渡 資 産 ：特定資産である信託受益権（後記 3.に記載）にかかる信託財産である不動産

の敷地の一部（以下「譲渡資産」という。）

2) 資 産 の 名 称 ：GSK ビル（以下「本物件」という。）※譲渡は本物件の一部敷地です。

3) 譲 渡 価 額 ：3,084,546,446 円 ※別途 12）記載の物件移転補償金の支払いを受ける予定

4) 帳 簿 価 額 ：1,182,013,141 円

（本物件の平成 25 年 6 月 30 日時点の土地帳簿価額を面積按分して算出して

います。）

5) 譲渡価額と帳簿価額の差額 ：1,902,533,305 円

（ただし、算出にあたって譲渡資産の帳簿価額のみを譲渡原価としており、実際

に発生する諸経費等は含んでいません。）

6) 契 約 日 ：平成 25 年 8 月 14 日

7) 引 渡 日 ：平成 26 年 1 月 10 日（予定）

8) 譲 渡 先 ：東京都（後記 4．譲渡先の概要参照）

9) 媒 介 者 ：なし

10) 代 金 精 算 方 法 ：平成 26 年 3 月 31 日までに売買代金受領予定

11) フォワードコミットメント等の概要 ：本件譲渡は、フォワードコミットメント等（契約締結から 1 ヶ月を経過した後に決

済・引渡を行うもの）に該当します。

12) そ の 他 ：東京都より物件移転補償金として、104,694,356 円の支払いを受ける予定です。
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2 譲渡の理由

譲渡資産は、「東京都市計画道路事業幹線街路環状第 5 の 1号線」の拡幅事業対象地となっており、当

該都市計画事業は昭和 21 年 3 月 26 日に都市計画決定され、平成 15 年 3 月 5 日に事業認可を受けてい

ます。今般、当該都市計画の決定及び事業認可に基づき、当該土地の取得を企図する東京都と本投資法

人との間で協議が整ったため、譲渡を行なうことを決定しました。

3 譲渡資産の内容

1) 特定資産の種類

不動産を主な信託財産とする信託受益権

2) 信託受託者

三井住友信託銀行株式会社

3) 所在地

（登記簿上の表示）

東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目 6 番 1・6 番 17・6 番 18・6 番 23・6 番 26・6 番 27・6 番 30・6 番 35・6 番

36・7 番 12・7 番 18 の一部および 6 番 22、6 番 28、6 番 40、6 番 41

4) 所有形態

土地：所有権（100％）

5) 面積（登記簿上の表示）

土地：敷地面積 5,335.28 ㎡ （公簿面積）のうち 664.31 ㎡（実測面積、約 12％）

6) 鑑定評価

株式会社谷澤総合鑑定所による鑑定評価

・評 価 額：1,530,000,000 円

・価 格 時 点：平成 25 年 7 月 31 日

※なお、上記鑑定評価額は、譲渡資産の評価額です。

7) 担保設定の有無

なし

4 譲渡先の概要

① 名 称 東京都

② 投資法人・資産運用会社との関係

資 本 関 係 なし

人 的 関 係 なし

取 引 関 係 なし

関連当事者への該当状況 本投資法人および資産運用会社の関連当事者には該当しません。

5 譲渡の日程

平成 25 年 8 月 14 日 譲渡を決定、土地売買契約・物件補償契約締結

平成 26 年 1 月 10 日 引渡（予定）

平成 26 年 3 月 31 日までに売買代金受領予定
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6 その他

1） 本物件の鑑定評価

株式会社谷澤総合鑑定所による鑑定評価

譲渡前 鑑定評価額 ： 20,500,000,000 円

価 格 時 点 : 平成 25 年 6 月 30 日

譲渡後 鑑定評価額 ： 20,100,000,000 円

価 格 時 点 : 平成 25 年 7 月 31 日

なお、上記鑑定評価額は、いずれも本物件の土地及び建物の全体の評価額です。

ただし、譲渡前の評価額は譲渡対象部分を含めて算出され、譲渡後の評価額は譲渡資産を除いて算出

されています。

2） 既存不適格について

本件譲渡により、本物件の建物は容積率超過の既存不適格の建築物となります。このため、将来、増改築

等を行う際には、現在の建物と同一規模の建物が建築できない可能性があります。

3） 内部留保について

本件譲渡により生じる譲渡利益のうち、一部を内部留保する予定ですが、詳細は本日付「平成 25 年 6 月

期 決算短信（REIT）」をご覧ください。

7 平成 25 年 12 月期及び平成 26 年 6 月期の運用状況の見通し

本件譲渡による本投資法人の平成25年 12月期及び平成26年 6月期の運用状況への影響については、

本日付「平成 25 年 6 月期 決算短信（REIT）」をご覧ください。

以 上

* 本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
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＜添付資料＞

【参考資料 1】譲渡資産略図

【参考資料 2】本物件譲渡後のポートフォリオの概況
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【参考資料 1】譲渡資産略図
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【参考資料 2】本物件譲渡後のポートフォリオの概況

.


